
 

 
 

【新旧対照表】 

■セブンカード WEB サービス（VISA）利用者規定 

                                                          ※追加箇所は赤字下線、削除箇所は青字訂正線 

現行 改定後 

第 4条 （本サービスの内容等） 

1.当社の提供する本サービスの内容は、以下のとおり

とします。ただし、利用者により提供を受けることの

できるサービスに制限のある場合があります。 

(1)当社が提供する、【1】ご利用代金明細照会、【2】届

出情報の照会・変更、【3】キャッシングサービスの口

座振込、【4】キャッシング 1 回払いからキャッシング

リボ払いへ変更する登録、【5】利用可能枠の変更申請、

【6】キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、【7】

メール配信、【8】その他のサービス 

(2)ビザ・インターナショナル・アジア・パシフィック

リミテッドが提供する、「VisaSecure」 

(3)その他当社所定のサービス 

2.当社は、営業上その他の理由により、本サービスの

内容を変更することができるものとします。この場

合、当社は、利用者に対し、事前に当社ホームページ

等で公表または E メール等で通知します。 

3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設

定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思

に関わらず、利用者がキャッシングサービスに係るメ

ニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係

る表示がされます。 

 

 

 

 

第 4 条 （本サービスの内容等） 

1.当社の提供する本サービスの内容は、以下のとおり

とします。ただし、利用者により提供を受けることの

できるサービスに制限のある場合があります。 

(1)当社が提供する、【1】ご利用代金明細照会、【2】届

出情報の照会・変更、【3】キャッシングサービスの口

座振込、【4】キャッシング 1 回払いからキャッシング

リボ払いへ変更する登録、【5】利用可能枠の変更申請、

【6】キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、【7】

メール配信、【8】その他のサービス 

(2)ビザ・インターナショナル・アジア・パシフィック

リミテッドが提供する、「VisaSecure」 

(3)その他当社所定のサービス 

2.当社は、営業上その他の理由により、本サービスの

内容を変更することができるものとします。この場合、

当社は、利用者に対し、事前に当社ホームページ等で

公表または E メール等で通知します。 

3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定

有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に

関わらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニ

ューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る

表示がされます。 

4．Visa ブランド会員が、JCB ブランドへカード移行が

なされた場合には、本条第 1 項のサービス内容を

「MyJCB 利用者規定」の第 4条（本サービスの内容等）

の内容に読み替えるものとします。 

■MyJ チェック利用者規定（セブンカード WEB サービス（VISA）用） 

現行 改定後 

第 1 条（目的） 

本規定は、株式会社セブン・カードサービス（以下「当

社」という）が定める「セブンカード WEB サービス

（VISA）利用者規定」（以下「WEB サービス規定」とい

う）における「利用者」（以下「WEB サービス利用者」

という）が、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」と

いう）が定める「MyJ チェック利用者規定」（以下「MyJ 

チェック規定」という）における「MyJ チェック」（以

下「MyJ チェック」という）を利用する場合の条件等

を定めるものです。 

 

 

第 1 条（目的） 

本規定は、株式会社セブン・カードサービス（以下「当

社」という）が定める「セブンカード WEB サービス

（VISA）利用者規定」（以下「WEB サービス規定」とい

う）における「利用者」（以下「WEB サービス利用者」

という）が、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」と

いう）が定める「MyJ チェック利用者規定」（以下「MyJ 

チェック規定」という）における「MyJ チェック」（以

下「MyJ チェック」という）を利用する場合の条件等

を定めるものです。 

なお、Visa ブランドカードから JCB ブランドカードへ

移行がなされた場合には、「MyJ チェック利用者規定」

を適用されるものとします。 

第 3 条（本規定の変更） 

当社は、本規定の内容を変更する場合には、MyJ チ

ェックの規定の定めが準用されるものとする。 

第 3 条（本規定の変更） 

当社は、本規定の内容を変更する場合には、MyJ チェ

ックの規定の定めが準用されるものとします。 

 


